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１－１ 計画策定の目的 

近年、全国的に人口減少と少子・高齢化が進み、都市づくりのあり方について大きく転換する

ことが求められています。今後も人口減少が続くことが予測される中、市街地における居住の低

密度化が進めば、一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉、子育て、商業、公共交通等の

生活サービスの提供が、将来困難になりかねない状況にあります。また、高齢者が急速に増加

する中で、医療・介護の需要が増加し、これらのサービス提供や地域活力の維持が満足に成し

得なくなることも懸念されています。 

こうした背景のもと、２０１４年（平成２６年）８月に改正都市再生特別措置法が施行され、⼈

⼝減少、少子・高齢化時代においても持続可能な都市経営を可能とするための「立地適正化

計画制度」が創設されました。 

本市の現状を見ると、旧来からの中心市街地や佐賀駅周辺に多くの都市機能が集積してい

るほか、市街地全体を見渡しても、万遍なく生活サービス施設が立地しており、コンパクトで利

便性の高い都市環境が形成されています。 

しかし、人口は平成７年をピークに減少に転じ、今後さらに人口減少と少子・高齢化は進行す

る見込みであり、何も対策を講じなければ、病院や食品スーパー・コンビニ等の生活サービス施

設の撤退による生活利便性の低下、公共交通利用者の減少によるサービス水準の低下、空き

家や低未利用地の増加に伴うまちの魅力や地域活力の低下等、様々な問題の発生が懸念され

ます。また市内では、浸水・土砂災害のリスクを有するエリアに一定の市民が居住していること

から、安全性の高いエリアへの居住の誘導や居住地での防災対策の充実も必要となっていま

す。 

本市の最上位計画である第２次佐賀市総合計画の土地利用方針においては、「土地需要の

量的調整や土地利用の質的向上を図り、都市機能を適正に配置したコンパクトな都市形成の

推進」を目指す方向として示しております。 

また、都市計画マスタープランにおいては、まちづくりの基本方針として「都市機能集約型の

まちづくり」と「地域拠点連携型のまちづくり」の２つの方向性を示しております。 

こうしたことを踏まえ、本市では、総合計画や都市計画マスタープランの方針を具現化し、佐

賀駅周辺や中心市街地への施設誘導やウォーカブル空間の整備等により、街なかの一層の充

実を図るとともに、生活利便性や安全性が高いエリアへ居住を誘導し、防災対策を推進してい

くことで将来にわたり持続可能な都市づくりを実現すべく、そのための基本方針や誘導区域、誘

導施策等を定めた立地適正化計画を策定します。 
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１－２ 計画の位置付け 

佐賀市立地適正化計画は、「佐賀県の都市計画に関する基本方針」や「佐賀都市計画 都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」と、本市が定めた

「第２次佐賀市総合計画」に即して定めた計画で、都市計画マスタープランの高度化版となる

ものです。 

計画に定める事項については、本市が定める分野別の各種関連計画との整合・連携を図り

策定します。  
 
 
 
 
 
 
  

【本計画と上位・関連計画との関係性】 

佐賀県の都市計画
に関する基本方針 

都市計画区域 
マスタープラン 

都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針 

佐賀県が策定 佐賀市が策定 

佐賀市域 

都市計画区域 

市街化区域 

佐賀市総合計画 

佐賀市都市計画マスタープラン 
（まちづくり基本計画） 

佐賀市立地適正化計画 
（都市再生特別措置法第８１条第１項） 

即す 

即す 

高度化版 

関連計画 
●総合計画関連 ●住宅 ●交通 

●公共施設・公的不動産 ●子育て ●防災 

●  ●医療・福祉 ●観光 

●自然・みどり・環境  

誘導施策・事業の実施 

具現化 整合・連携 

整合・連携 

即す 
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１－３ 計画の対象範囲 

本市では「第２次佐賀市総合計画」において、中心拠点・地域拠点や各種ゾーンを設定して

おり、本計画ではこれらを基に検討を進めていきますが、都市再生特別措置法第８１条第１項に

おいて、立地適正化計画の範囲は都市計画区域内（本市においてはおおむね長崎自動車道の

南側）と位置付けられています。 

さらに、本計画において、都市機能誘導区域や居住誘導区域といった明確な区域を設定し、

具体的な施策や方針を位置付けることができるのは、市街化区域内（本市においては総合計

画における都市ゾーン）となっています。 

これを踏まえ、本計画の対象区域は都市計画区域内とし、市街化区域内に立地する３つの拠

点（中心拠点、諸富地域拠点、大和地域拠点）周辺におけるまちづくりの方向性を具体的に整

理していきます。  
  

【第２次佐賀市総合計画（平成２７年３月）における将来都市構造図】 

出典：第２次佐賀市総合計画を基に作成 

都市計画区域 

九州 国際空港 
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大和 
地域拠点

諸富 
地域拠点

富士 
地域拠点 

三瀬 
地域拠点 

中心拠点 

久保田 
地域拠点 

川副 
地域拠点

東与賀 
地域拠点

【計画の対象範囲】 

総合計画において
方針を位置付ける
区域 

佐賀市全域 

都市計画マスター
プランにおいて方
針を位置付ける区
域 

都市計画区域 

立地適正化計画に
おいて都市機能誘
導区域・居住誘導
区域を設定し、施
策・方針を位置付
ける区域 

市街化区域 
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１－４ 佐賀市が目指すまちづくりの方向性 

≪都市計画マスタープランによる佐賀市のまちづくり≫ 
将来にわたり持続可能な佐賀市を実現するために、「都市機能集約型のまちづくり」、「地域

拠点連携型のまちづくり」を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪立地適正化計画による佐賀市のまちづくり≫ 
都市計画マスタープランで示したまちづくりの方向性をさらに磨き上げ、コンパクトなまちづく

りを推進します。具体的には、立地適正化計画により「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区

域」を設定し、持続可能なまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域 

・人口減少の中でも人口密度を維持し、各種 
生活サービス施設や公共交通などが撤退す 
ることのないよう、防災対策を講じつつ、積極 
的に居住を誘導する区域 

都市機能誘導区域 

・医療・福祉、商業、子育て等、都市機能の維 
持や誘導により、各種生活サービス施設の効 
率的な提供を図る区域 

・同区域内では、維持・誘導する施設を具体的 
に定める（誘導施設） 

●駅周辺など公共交通の利便性の
高い地域において、多様な都市機
能を集積させた拠点的市街地を
形成 

●拠点的市街地における歩行空間
や自転車利用環境の整備 

●拠点間を結ぶ公
共交通の充実 

●利便性の高い拠点的市街地への
住み替え促進 

●居住地における空き家・空き地対
策や防災性の向上 
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１－５ 計画への記載事項 

佐賀市立地適正化計画は、都市再生特別措置法第８１条第１項に基づき策定するものです。 

本計画は、人口減少や少子・高齢化が進む中でも、都市全体の都市機能や居住の誘導、公共

交通等の充実を図ることにより、将来にわたり持続可能なまちづくりを実現するためのものであり、

主に次の事項を定めます。 

【立地適正化計画の記載事項】 

①立地適正化計画の区域 
都市計画区域全体が立地適正化計画区域となるため、本市においてはおおむね長崎自動

車道以南が計画区域となります。立地適正化計画においては、都市計画区域内の市街化区
域内に居住誘導区域と都市機能誘導区域を定めます。 

②立地適正化計画に関する基本的な方針 
計画により目指すべき将来の都市像を示します。 

③居住誘導区域 
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービ

スやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域を示します。 

④都市機能誘導区域 

医療・福祉、商業等の都市機能を都市の拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サ
ービスの効率的な提供が図られるよう定める区域を示します。  

⑤誘導施設 
都市機能誘導区域ごとに、地域の人口特性、施設の充足状況や配置を勘案して、立地を誘

導すべき施設を示します。 

⑥誘導施策 
居住や都市機能の誘導を図るために必要な施策を示します。 

⑦防災指針 
居住誘導区域等での災害リスクを分析し、リスクの回避・低減に必要となる取組等を示しま

す。 

⑧目標値の設定・評価方法 
施策等の達成状況と効果を評価・分析するための目標値を示します。 

立地適正化計画区域＝都市計画区域 

市街化区域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 
※拠点毎に設定 

誘導施設 
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